
分譲マンションの居住者がシックハウス症

候群に罹患した損害賠償請求について、開発

業者は、設計者及び施工者と同様、買主等に

対する関係において、その生命、身体及び重

要な財産を侵害しないような基本的安全性を

確保する義務を負うとして、原告の症状をシ

ックハウス症候群から化学物質過敏症に移行

したものであると認定し、損害賠償が認めら

れた事例（東京地裁　平成21年10月１日判決

一部認容　消費者法ニュースNo82・2010年

１月号267頁）

１　事案の概要

原告Ｘは被告開発業者Ｙから新築分譲マン

ションを購入し、平成12年６月24日に本件専

有部分の引渡を受け、同年７月18日に入居し

た。ところが、同月20日以降、室内の空気に

異臭を感じ、さらには頭痛、味覚異常、咽頭

への刺激、じんま疹等の症状が発生したほか、

ディーゼル排気ガスや防虫剤の臭いをつらく

感じるようになった。このため、Ｘは、Ｙに

苦情を申し立てるとともに、平成12年９月20

日から平成17年10月５日までの間に、数回に

わたりホルムアルデヒド室内濃度を測定し

た。平成14年になると、一層症状が悪化し、

味覚異常、アルコール類の拒絶反応、原因不

明の下痢、頭痛や倦怠感などの不定愁訴が出

現したため、同年６月20日に北里研究所病院

において診察を受け、化学物質過敏症、中枢

神経機能障害と診断された。また、症状の悪

化により本件専有部分で生活することが困難

になったため、平成14年12月18日、別の古い

戸建て住宅を借りて住むようになった。そし

て、Ｘは、平成16年８月31日に、マンション

開発業者Ｙを提訴した（訴訟中に被告Ｙ会社

が民事再生法の適用申請をしたことから、再

生債権の確定訴訟に変更）。

２　判決の要旨

裁判所は次のとおり判示し、Ｘの請求を一

部認容した。

盧 被告Ｙの注意義務

本件マンションの建築時点においては、ホ

ルムアルデヒドの有害性は社会問題として広

く周知されており、社団法人住宅生産団体連

合会は、内装仕上材に用いる合板類をＦ1等

級までのものとすると定め、大手開発業者も

同様の動きをとっていたのであるから、建設

に関与する専門業者であれば、ホルムアルデ

ヒドを放散する建材を使用することに基づく

被害の発生を予見し、その放散量が最も少な

いＦ1等級の建材を選択することは当時にお

いて十分可能であったということができる。

したがって、特段の事情のない限り、建物

の建築に当たっては、ホルムアルデヒドの放

散が最小限になるようＦ1等級の建材を用い
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るべきであり、やむを得ずＦ2等級などホル

ムアルデヒドを多量に放散することが危惧さ

れる建材を用いるのであれば、少なくともそ

のような建材を用いていることを開示し、建

物を購入する者の責任において購入の是非を

選択すべき機会を付与するか、引渡し前にホ

ルムアルデヒド室内濃度を測定してその結果

に応じて適切な対処をすべき法律上の注意義

務を負う。

開発業者は、請負業者に対して建物の建築

を注文する際に、注文者の立場から建物の安

全性を検討すべきものであって、開発業者は、

設計者及び施工者と同様、買主その他の建物

の居住者等に対する関係において、その生命、

身体及び重要な財産を侵害しないような基本

的安全性を確保する義務を負うものというべ

きである。

盪 被告Ｙの過失の有無

築後８年経過した平成20年の時点でなお厚

生省指針値に近い数値が検出されたことか

ら、引渡時には厚生省指針値を大幅に超える

ホルムアルデヒド室内濃度になっていたとい

う点で瑕疵があると言わざるを得ない。

さらに、本件マンション建設当時は未だ建

築基準法が改正されておらず、ホルムアルデ

ヒド室内濃度の法規制はなかったとしても、

開発業者としては厚生省指針値やホルムアル

デヒドの有害性、建材の選択と放散量の関係

を容易に知りえたものであるから、等級の低

い建材を使用した場合、ホルムアルデヒド室

内濃度が看過できないほど上昇し、その結果

健康被害が生じることの予見可能性があった

というべきである。また、Ｆ1等級の建材を

用いていれば、相当な蓋然性をもって結果の

回避が可能であったということができる。

被告Ｙには、本件マンションの開発に当た

り、設計業者や施工業者に対し、厚生省指針

値に適合するようＦ1等級の建材を使用させ

なかったこと、若しくは原告Ｘに対し、本件

マンションがＦ2等級の建材を使用している

こと及びそのリスクを説明しなかったこと、

また、完成後にホルムアルデヒド室内濃度を

測定して適切な措置をとらなかったことにつ

いて過失があるというべきである。

蘯 原告Ｘの症状との因果関係

化学物質過敏症については、未解明の部分

が多いことから因果関係についての自然科学

的証明がされているとは言えない。しかし、

Ｘが化学物質過敏症の原因物質と接近してい

ること（場所的要因）、接近の時期と発症の

時期が近接していること（時間的要因）、Ｘ

の生活環境等から見て他に同様の症状を生じ

させるような要因は見当たらないことから、

本件専有部分からホルムアルデヒドが放散さ

れていたこととＸの罹患した化学物質過敏症

との間には法律上の因果関係が存在すると認

めることができる。

盻 損害等の認定金額

マンション売買代金等の４割1895万5276

円、就業可能年齢67歳までの26年間にわたり

少なくとも20％の労働能力を喪失したとして

673万5971円の逸失利益、慰謝料・弁護士費

用として700万円、消滅時効完成分を差し引

き、合計3662万3303円を認定した。

３　まとめ

化学物質過敏症の健康被害が認められた事

案としては、電気ストーブによって罹患した

事例（東京高判平18・８・31、判時1959号３

頁）と医療現場の消毒液によって看護士が罹

患した事例（大阪地判平18・12・25、判時

1238号229頁）があるが、本判決は、シック

ハウスによる健康被害を認めた初めての判決

として意義がある。
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